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【 規 則 】 

 

和歌山市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和５年５月２日 

  和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第３４号 

和歌山市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則 

 和歌山市職員特殊勤務手当支給規則（平成１８年規則第３５号）の一部を次のように改正する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 行政職の職員が、精神障害者の受診援助又は相談業務に

従事したとき。 

１日 ２００円 

エ 職員が、緊急の精神保健福祉業務に対応するため、正規

の勤務時間以外の時間に自宅等に待機を命ぜられ、待機し

たとき。 

１回 ２００円 

オ 職員が、狂犬病の予防業務に従事したとき。 １日 ２００円 

カ 職員が、ねずみ族、昆虫等の駆除作業に従事したとき。 １日 １００円 

 

ウ 職員が、新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイル

ス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年政

令第１１号）第１条に規定するものをいう。以下同じ。）

から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた

措置に係る防疫等作業であって市長が定めるものに従事し

たとき。 

１日 ３，０００円

（新型コロナウイル

ス感染症の患者若し

くはその疑いのある

者の身体に接触して

又はこれらの者に長

時間にわたり接して

行う作業その他市長

がこれに準ずると認

める作業に従事した

場合にあっては、

４，０００円） 

エ 行政職の職員が、精神障害者の受診援助又は相談業務に

従事したとき。 

１日 ２００円 

オ 職員が、緊急の精神保健福祉業務に対応するため、正規

の勤務時間以外の時間に自宅等に待機を命ぜられ、待機し

たとき。 

１回 ２００円 

カ 職員が、狂犬病の予防業務に従事したとき。 １日 ２００円 

キ 職員が、ねずみ族、昆虫等の駆除作業に従事したとき。 １日 １００円 

 

 

別表第３号 別表第３号及び第８号ウ 

及び第８号ウ 

「 

」 
第４条の表中 を 

別表第３号 別表第３号 

 

「 

」 に改める。 

「 

 

に改める。 

別表第８号中 を 

」 

「 
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カ 職員が、ねずみ族、昆虫等の駆除作業に従事したとき。 １日 １００円 

附 則 

この規則は、令和５年５月８日から施行する。 

（令和５年５月２日掲示済）  

 

和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布

する。 

  令和５年５月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第３５号 

   和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則の一部を改正する 

規則 

 和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則（平成３０年規則第１９号）

の一部を次のように改正する。 

 第４条中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 説明会は、第２項に規定する縦覧の期間が満了し、かつ、前項の規定による十分な周知を終えた後に開催し

なければならない。 

 第９条第２項中「宅地造成等規制法施行令（昭和３７年政令第１６号）」を「宅地造成等規制法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（令和４年政令第３９３号）第１条の規定による改正前の宅

地造成等規制法施行令（昭和３７年政令第１６号。以下「旧宅造法施行令」という。）」に改め、同条第３項第

２号中「宅地造成等規制法施行令」を「旧宅造法施行令」に改め、同項第３号中「宅地造成等規制法施行令」及

び「同令」を「旧宅造法施行令」に改め、同条第９項第３号中「宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号

）」を「宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）による改正前の宅地造成等規制法（

昭和３６年法律第１９１号。以下「旧宅造法」という。）」に、「同法」を「旧宅造法」に改める。 

 第１０条中「宅地造成等規制法」及び「同法」を「旧宅造法」に改める。 

 別記様式第３号及び別記様式第２０号中「宅地造成等規制法」を「旧宅造法」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和５年５月２６日から施行する。 

（令和５年５月１５日掲示済）  

 

【 告 示 】 

 

和歌山市告示第２１２号 

 差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できな

いので、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）は納税課において保管し、送達を受けるべき者の

申出により交付する。                 

  令和５年５月９日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和５年５月９日掲示済）                                   

 

和歌山市告示第２１３号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

」 
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 令和５年５月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和５年４月２２日及び同月２６日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和５年４月２０日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和５年４月１８日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

  月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和５年５月１０日掲示済）  

 

和歌山市告示第２１４号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和５年５月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上及び無料駐輪場 令和５年４月２０日、同月２４日、同月２７日及び

同月２８日 
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 ２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

  月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和５年５月１０日掲示済）  

 

和歌山市告示第２１５号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和５年５月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和５年５月１２日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和５年１月２８日 令和５年２月６日 

和歌山市内一円市道上、和

歌山東公園及び牛町公園 

令和５年１月２３日、同月２６

日及び同月３１日 

令和５年２月６日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 
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   所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

（令和５年５月１０日掲示済）  

 

和歌山市告示第２１６号 

 納税通知書を別紙の者に発送したところ、住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため送達ができない

ので、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により、次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき納税通知書は、市民税課に保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

令和５年５月１２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 送達書類の名称  令和４年度 市民税県民税納税通知書 

（別紙省略） 

（令和５年５月１２日掲示済）  

 

和歌山市告示第２１７号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７７条第１項の規定による指定の取消しを行ったので、同法第７８

条の規定により次のとおり告示する。 

令和５年５月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又は氏

名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 取消年月日 

３０７０１

０２０８６ 

有限会社トータルケ

アサービス 

トータルケアサービス 

和歌山市松江１３２５－８ 

訪問介護 

 

令和５年４月

１７日 

３０７０１

０２０８６ 

有限会社トータルケ

アサービス 

トータルケアサービス 

和歌山市松江１３２５－８ 

通所介護 

 

令和５年４月

１７日 

（令和５年５月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第２１８号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第８２条第２項及び第１１５条の５第２項の規定に

よる事業を廃止する旨の届出があったので、同法第７８条、第８５条及び第１１５条の１０の規定により次のと

おり告示する。 

令和５年５月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又は

氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

１１０２０ 

合同会社きずな 合同会社きずな 

和歌山市馬場２２５番地の

１０ 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

令和５年４月

３０日 

３０７０１

１１０２０ 

合同会社きずな 合同会社きずな 

和歌山市馬場２２５番地の

１０ 

特定福祉用具販売 

特定介護予防福祉

用具販売 

令和５年４月

３０日 

３０７０１

０２２３５ 

有限会社プラスケ

ア 

指定居宅介護支援事業所草

原 

和歌山市田尻１５３－５ 

居宅介護支援 令和５年４月

３０日 

３０７０１ セントケア和歌山 セントケア紀の川 福祉用具貸与 令和５年４月 

０６２４４ 株式会社 和歌山市福島３６１－１ 

サーパス福島３・５号室 

介護予防福祉用具

貸与 

３０日 
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３０７０１

０６２４４ 

セントケア和歌山

株式会社 

セントケア紀の川 

和歌山市福島３６１－１ 

サーパス福島３・５号室 

特定福祉用具販売 

特定介護予防福祉

用具販売 

令和５年４月

３０日 

３０７０１

０９６０２ 

株式会社パソナラ

イフケア 

よっといで西庄 

和歌山市西庄２９６－１３ 

訪問介護 令和５年４月

３０日 

３０７０１

１４１３１ 

株式会社トラスト

マインド 

トラストマインド和歌山 

和歌山市島橋東ノ丁２－２

２ 

訪問介護 令和５年４月

３０日 

３０７０１

１３４６３ 

合同会社中西商事 ライフサポートアーレ 

和歌山市有本７９３－４０ 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

令和５年４月

３０日 

３０７０１

１３４６３ 

合同会社中西商事 ライフサポートアーレ 

和歌山市有本７９３－４０ 

特定福祉用具販売 

特定介護予防福祉

用具販売 

令和５年４月

３０日 

３０６０１

９００００ 

医療法人甃友会 訪問看護ステーションハー

モニー 

和歌山市秋月５３５－２ 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

令和５年４月

３０日 

（令和５年５月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第２１９号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による事業を廃止する旨の届出があったの

で、同法第７８条の１１の規定により次のとおり告示する。 

令和５年５月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称及び主たる事

務所の所在地並びに代表者

の氏名及び住所 

事業所の名称及び

所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０９０１

０１２４１ 

株式会社ＳｌｏｗＬｉｆｅ 

和歌山市梶取１２７－６ 

園田信吾 

和歌山県岩出市金池２７３

－３ 

デイサービス夕陽 

和歌山市小雑賀６

８６－４ 

地域密着型通所

介護 

令和５年４月

２２日 

３０７０１

０９６０２ 

株式会社パソナライフケア 

東京都港区南青山３丁目１

番３０号 ＰＡＳＯＮＡ 

ＳＱＵＡＲＥ 

髙橋康之 

千葉県船橋市夏見４丁目２

６番１０号 

よっといで西庄 

和歌山市西庄２９

６－１３ 

 

地域密着型通所

介護 

令和５年４月

３０日 

３０９０１

００９７９ 

 

 

 

株式会社向陽 

和歌山市松江中３丁目８番

４９号 

石川清美 

和歌山市松江中３丁目８番 

デイサービス向陽 

和歌山市出水４３

－８ 

 

 

地域密着型通所

介護 

 

 

 

令和５年４月

３０日 

 

 

 

 ４９号    

（令和５年５月１５日掲示済）  
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和歌山市告示第２２０号 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業を

廃止する旨の届出があったので、和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平

成２８年規則第９４号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

令和５年５月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又は

氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

０９６０２ 

株式会社パソナラ

イフケア 

よっといで西庄 

和歌山市西庄２９６－１３ 

予防給付型訪問サ

ービス 

令和５年４月３

０日 

３０７０１

０９６０２ 

株式会社パソナラ

イフケア 

よっといで西庄 

和歌山市西庄２９６－１３ 

予防給付型通所サ

ービス 

令和５年４月３

０日 

３０７０１

１４１３１ 

株式会社トラスト

マインド 

トラストマインド和歌山 

和歌山市島橋東ノ丁２－２

２ 

予防給付型訪問サ

ービス 

令和５年４月３

０日 

３０７０１

１２０６９ 

株式会社向陽 デイサービス向陽 

和歌山市出水４３－８ 

予防給付型通所サ

ービス 

令和５年４月３

０日 

３０７０１

１２３６６ 

ライジングサン株

式会社 

ヘルパーステーション花り

ぼん鳴神 

和歌山市鳴神７７１ 

予防給付型訪問サ

ービス 

生活支援型訪問サ

ービス 

令和５年４月３

０日 

（令和５年５月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第２２１号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定居宅サービスに係る指定及び第５３条第１

項本文の指定介護予防サービスに係る指定をしたので、同法第７８条及び第１１５条の１０の規定により次のと

おり告示する。 

令和５年５月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者

の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０６０１

９１３７０ 

医療法人須佐病院 須佐病院訪問看護ステーション 

和歌山市吹屋町四丁目３０番地 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

令和５年５

月１日 

３０７０１

１４４４６ 

セントケアりまい

ん株式会社 

セントケアりまいん紀の川 

和歌山市福島３６１－１ サーパ

ス福島５号室 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具

貸与 

令和５年５

月１日 

３０７０１

１４４４６ 

セントケアりまい

ん株式会社 

セントケアりまいん紀の川 

和歌山市福島３６１－１ サーパ

ス福島５号室 

特定福祉用具販売 

特定介護予防福祉

用具販売 

令和５年５

月１日 

３０７０１

１４４５３ 

株式会社桜 ライフ 

和歌山市松江１３２５－８ 

訪問介護 令和５年５

月１日 

３０７０１ 株式会社桜 ライフ 通所介護 令和５年５ 

１４４５３  和歌山市松江１３２５－８  月１日 

３０７０１ 合同会社グラシア 訪問介護ステーショングラシアス 訪問介護 令和５年５ 
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 １４４６１ ス 和歌山市神波３０番地１１９  月１日 

３０７０１

１４４７９ 

トータルアソシエ

イツ株式会社 

ふくろうデイサービス 

和歌山市中之島７８４－１ 

通所介護 令和５年５

月１日 

（令和５年５月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第２２２号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項の第１号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４号）第１６条の

規定により次のとおり告示する。 

令和５年５月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者

の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 

サービスの種

類 
指定年月日 

３０７０１

０６３１９ 

医療法人福慈会 ヘルパーステーション福慈会 

和歌山市和歌浦東３丁目５番３２号 

生活支援型訪

問サービス 

令和５年５

月１日 

３０７０１

１４４７９ 

トータルアソシエ

イツ株式会社 

ふくろうデイサービス 

和歌山市中之島７８４－１ 

予防給付型通

所サービス 

令和５年５

月１日 

３０Ａ０１

００１２５ 

Ｔｉｔａｎｉｕｍ

合同会社 

ちょことれフィット 

和歌山市和歌浦南３－９－１ ＦＳ

ビル１階 

短時間型通所

サービス 

令和５年５

月１日 

（令和５年５月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第２２３号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので、同法第５１条第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年５月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所番
号 

事業所の名
称 

事業所の所
在地 

指定に
係る種
類 

主たる対象
とする障害
種別 

事業者の
名称 

事業者の主た
る事務所の所
在地 

指定年
月日 

指定の有
効期限 

３０２０

１２３５

１３ 

輝産業みそ

の 

和歌山市美

園町５丁目

９－１ 

共同生

活援助 

知的障害者

・精神障害

者 

合同会社

輝産業 

和歌山市内原

５８０－１５ 

 

令和５

年５月

１日 

令和１１

年４月３

０日 

３０１０

１２３３

６６ 

訪問介護ス

テーション

ふたば 

和歌山市毛

見１４３４

－１ 

同行援

護 

特定なし 株式会社

旭誠 

海南市下津町

丸田１２９－

４ 

令和５

年５月

１日 

令和１１

年４月３

０日 

                                （令和５年５月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第２２４号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の指定障害児通所支援事業者を指定した

ので、同法第２１条の５の２５の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年５月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

事業所番
号 

事業所
の名称 

事業所の所在地 指定に係る種類 事業者の
名称 

事業者の主たる
事務所の所在地 

指定年
月日 

指定の有
効期限 
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３０５０

１０１２

４９ 

みらい 和歌山市木ノ本１

２２－１ スクー

ルサイドヴィラ１

０１・１０２号室 

児童発達支援、放

課後等デイサービ

ス 

株式会社

みらい 

和歌山市木ノ本

１２２－１ ス

クールサイドヴ

ィラ１０２ 

令和５

年５月

１日 

令和１１

年４月３

０日 

３０５０

１０１２

５６ 

ゆうり

かきっ

ず 

和歌山市山蔭丁７ 児童発達支援、放

課後等デイサービ

ス 

株式会社

ＥＵＲＥ

ＫＡ Ｍ

ＯＭＥＮ

Ｔ 

和歌山市岡山丁

８８ 

令和５

年５月

１日 

令和１１

年４月３

０日 

３０５０

１０１２

３１ 

生協レ

インボ

ー 

和歌山市有本１４

４－１７ 

放課後等デイサー

ビス、保育所等訪

問支援 

和歌山中

央医療生

活協同組

合 

和歌山市有本１

４３－１ 

令和５

年５月

１日 

令和１１

年４月３

０日 

（令和５年５月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第２２５号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号の指定障害児相談支援事業者を指定

したので、同法第２４条の３７第１項第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年５月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所番
号 

事業所の
名称 

事業所の
所在地 

指定に係
る種類 

主たる対象
とする障害
種別 

事業者
の名称 

事業者の主
たる事務所
の所在地 

指定年月
日 

指定の有効
期限 

３０７０
１０１２
４５ 

相談支援
センター
リソ 

和歌山市
西田井３
６６－８ 

障害児相
談支援 

特定なし 株式会
社ノエ
ル 

和歌山市船
所２５-６ 

令和５年
５月１日 

令和１１年
４月３０日 

（令和５年５月１５日掲示済）  

 

【 公 告 】 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第９６号）

第５条の規定による改正前の予防接種法（昭和２３年法律第６８号）附則第７条第１項の規定に基づき、新型コ

ロナウイルス感染症の予防接種を次のとおり実施するので、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第

５条の規定により公告する。 

  令和５年５月８日 

和歌山市保健所   

所長  笠 松 美 惠    

１ 対象者 和歌山市に居住する生後６月以上の者   

２ 実施場所及び期間 

（１）実施場所 集合契約締結医療機関 

（２）実施期間 令和３年２月１７日から令和６年３月３１日まで 

３ 使用するワクチン 

（１）初回接種 

  初回接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記１のうち同表の右欄に

掲げる者（令和４年秋開始接種又は令和５年春開始接種を受けたものを除く。）に対して接種すること。 
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コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡ

ＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和３年２月１４日にファイ

ザー株式会社が医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律

第１４５号。以下「法」という。）第１４条の承認 

１２歳以上の者 

を受けたものに限る。）  

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡ

ＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和４年１月２１日にファイ

ザー株式会社が法第１４条の承認を受けたもののう

ち、最初に当該承認を受けたものであって、ファム 

１回目の接種時において５歳以上１２歳未満の

者 

トジナメランを含まないものに限る。）  

組換えコロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ワ

クチン（令和４年４月１９日に武田薬品工業株式会

社が法第１４条の承認を受けたものに限る。） 

１２歳以上の者 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡ

ＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和４年１０月５日にファイ

ザー株式会社が法第１４条の承認を受けたものに限

る。） 

１回目の接種時において生後６月以上５歳未満

の者 

（２）令和４年秋開始接種 

令和４年秋開始接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、上記１のうち同表の右欄に掲げる者（令

和５年春開始接種を受けたものを除く。）に対して接種すること。 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡ

ＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和４年１月２１日にファイ

ザー株式会社が法第１４条の承認を受けたもののう

ち、最初に当該承認を受けたものであって、トジナ

メラン及びファムトジナメランを含むものに限る。

） 

５歳以上１２歳未満の者（基礎疾患を有する者そ

の他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の

重症化リスクが高いと医師が認めるものを除く。

） 

（２）令和５年春開始接種 

令和５年春開始接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記１のうち同

表の右欄に掲げる者に対して接種すること。 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡ

ＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和３年５月２１日に武田薬

品工業株式会社が法第１４条の承認を受けたもので

あって、エラソメラン及びイムエラソメラン又はエ

ラソメラン及びダベソメランを含むものに限る。） 

１２歳以上の者（１２歳以上６５歳未満の者にあ

っては、基礎疾患を有する者その他新型コロナウ

イルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高

いと医師が認めるもの並びに医療従事者等及び高

齢者施設等の従事者に限る。） 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡ

ＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和４年１月２１日にファイ

ザー株式会社が法第１４条の承認を受けたもののう

ち、最初に当該承認を受けたものであって、トジナ

メラン及びファムトジナメランを含むものに限る。

） 

５歳以上１２歳未満の者（基礎疾患を有する者そ

の他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の

重症化リスクが高いと医師が認めるものに限る。

） 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡ

ＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和４年１月２１日にファイ

ザー株式会社が法第１４条の承認を受けたもの（最 

１２歳以上の者（１２歳以上６５歳未満の者にあ

っては、基礎疾患を有する者その他新型コロナウ

イルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高 
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 初に当該承認を受けたものを除く。）であって、ト

ジナメラン及びリルトジナメランを含むもの又はト

ジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限

る。） 

いと医師が認めるもの並びに医療従事者等及び高

齢者施設等の従事者に限る。） 

組換えコロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ワ

クチン（令和４年４月１９日に武田薬品工業株式会

社が法第１４条の承認を受けたものに限る。） 

１２歳以上の者（１２歳以上６５歳未満の者にあ

っては、基礎疾患を有する者その他新型コロナウ

イルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高 

 いと医師が認めるもの並びに医療従事者等及び高

齢者施設等の従事者に限る。） 

（令和５年５月８日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和５年５月９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市北野字高田２９番１、２９番３、３６番、３７

番、３８番、３９番、４０番、４１番１の一部、４２番

１の一部、４３番１の一部、４３番５、４３番８、４４

番の一部、４５番１、４５番２、４６番１、４６番２、

４６番３、４７番、里道、水路 

和歌山市橋向丁３２番地 

株式会社あかりホーム  

代表取締役 木村 亘 

（令和５年５月９日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和５年５月１１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市岩橋字中里８７０番２ 和歌山市東長町１０丁目４３番地 岡長マン

ション２２号室 

瀬田剛史 

和歌山市加納字南嶋２４７番１の一部、２４８番７の一

部、２４８番１２の一部 

東京都千代田区二番町８番地８ 

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 代表

取締役 永松文彦 

和歌山市田尻字北口無下５７４番４の一部 和歌山市田尻２９３番地１ ル・フィオーレ

Ａ１０５ 

川端友歌 

（令和５年５月１１日掲示）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。            

令和５年５月１１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
地名地番 申請者住所氏名 

道路幅員×延長 

総延長 
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令和５年５月９日 

和建指第２７１９号 

和歌山市直川字小山畑８９１

番５、８９１番８の一部、８

９１番９の一部、８９３番２

の一部 

和歌山市栗栖１４番

地５ 

栗栖二彦 

６．０４ｍ×１８．８０ｍ 

６．００ｍ×４３．１７ｍ 

６１．９７ｍ 

（令和５年５月１１日掲示）  

 

【 選挙管理委員会告示 】 

 

和歌山市選挙管理委員会告示第５３号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和５年５月１０日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 日時 令和５年５月１６日（火）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 選挙人名簿から抹消するについて 

                            （令和５年５月１０日掲示済）  

  

【 教 育 委 員 会 告 示 】 

 

和歌山市教育委員会告示第８号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和５年５月８日 

                                   和歌山市教育委員会      

                                   教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和５年５月１１日（木） 午後１時３０分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）令和４年度和歌山市立和歌山高等学校卒業者進路状況について 

（２）教育財産の用途廃止について 

（３）和歌山市民図書館運営審議会委員の任命について 

（４）学校運営協議会委員の任命について 

（５）令和６年度に和歌山市立小学校及び義務教育学校前期課程で使用する教科用図書の採択に係る調査員の任

命等について 

（６）令和６年度に和歌山市立和歌山高等学校で使用する教科用図書の採択に係る選定委員の委嘱及び任命につ

いて 

（７）その他 

                                   （令和５年５月８日掲示済）  

 

【 農 業 委 員 会 公 告 】 
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  和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  令和５年５月９日 

    和歌山市農業委員会     

会長  谷 河  績    

１ 開催日時 

  令和５年５月１２日 １３時００分 

２ 開催場所 

  和歌山市農業委員会事務局 会議室 

３ 審議案件 

（１）農地法第２条の農地でない旨の証明願について 

（２）農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（４）農用地利用集積計画について 

（５）非農地通知について 

（６）和歌山市農地利用最適化推進委員選任に関する規程の一部改正について 

（７）令和４年度の最適化活動の点検・評価について 

                                   （令和５年５月９日掲示済）  

 

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条第１項の規定に基づき、

同法による改正前の農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「旧法」という。）第１８条第１

項の農用地利用集積計画を定めたので、旧法第１９条の規定により公告する。 

 なお、当該農用地利用集積計画を和歌山市農業委員会事務局において縦覧に供する。 

  令和５年５月１２日 

和歌山市農業委員会     

会長  谷 河  績    

（令和５年５月１２日掲示済）  

  

【 企 業 局 告 示 】 

 

和歌山市企業局告示第１８号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定に基づき、和歌山市公営企業の農業集落

排水事業及び漁業集落排水事業における徴収業務を次のとおり委託したので、地方公営企業法施行令（昭和２

７年政令第４０３号）第２６条の４第１項の規定により告示する。 

  令和５年５月２日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

１ 委託者の名称、所在地及び契約期間 

名称 所在地 契約期間 

第一環境株式会社 

関西支店 

大阪市淀川区西中島６丁

目８番８号 

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

 

２ 業務委託の範囲 

（１）窓口業務 

（２）調定・収納業務 

（３）滞納整理業務 

（４）その他必要と認める業務 

（令和５年５月２日掲示済）  
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和歌山市企業局告示第１９号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事事

業者として指定を受けた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２７条第

１号の規定により告示する。 

令和５年５月１５日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

和歌山市塩屋１丁目３番３２号 

新葉建設株式会社 

代表取締役 石橋祐也 

新葉建設株式

会社 

和歌山市塩屋１丁目

３番３２号 

令和５年４月７

日 

第６３３

号 

大阪府泉佐野市市場西２丁目８

番２０号 

株式会社昭和工務店 

株式会社昭和

工務店 

大阪府泉佐野市市場

西２丁目８番２０号 

令和５年４月２

１日 

第６３４

号 

代表取締役 中庄谷正人     

（令和５年５月１５日掲示済）  

 

 


